
要
求
書
提
出
に
あ
た
り
、
北
川

委
員
長
は
、
次
の
３
点
に
つ
い
て

強
調
し
ま
し
た
。 

 欠
員
の
補
充
、
職
員
・
教
職
員

増
は
緊
急
の
課
題 

 

【１
】 

長
時
間
労
働
が
慢
性
化
し
、

過
労
死
ラ
イ
ン
超
え
が
後
を
絶

た
ず
、
欠
員
が
常
態
化
し
、
長
時

間
労
働
を
助
長
し
て
い
る
。
２
０

２
３
年
度
、
一
般
行
政
職
の
時
間

外
勤
務
の
平
均
が
前
年
度
よ
り

増
加
、
教
員
の
時
間
外
在
校
等

時
間
３
６
０
時
間
超
え
が
３
割

と
な
っ
て
い
る
。
府
労
組
連
は
、

職
員
・
教
職
員
を
増
や
し
、
業
務

量
に
見
合
う
配
置
を
行
う
こ
と

こ
そ
が
、
長
時
間
労
働
解
消
に
つ

な
が
る
と
指
摘
し
続
け
て
き
た
。 

職
員
・
教
職
員
の
健
康
を
守
り
、

災
害
等
の
非
常
時
で
も
、
府
民
の

い
の
ち
・
く
ら
し
を
守
る
こ
と
が

で
き
る
体
制
を
と
る
た
め
に
も
、

正
規
の
職
員
・
教
職
員
を
増
や
す

べ
き
だ
。 

 

職
場
で
は
、
欠
員
で
最
低
限
の

人
数
さ
え
確
保
さ
れ
て
い
な
い
状

態
が
慢
性
化
し
、
「
子
育
て
を
支

援
す
る
制
度
が
あ
っ
て
も
、
周
り

に
遠
慮
し
て
使
え
な
い
」
、
「
と
て

も
取
れ
る
状
況
で
は
な
い
」
、
「
病

気
で
も
休
め
な
い
」
な
ど
、
働
き

に
く
い
状
況
が
広
が
っ
て
い
る
。

早
期
退
職
者
や
休
職
者
も
後
を

絶
た
な
い
。
府
は
実
態
を
重
く
受

け
と
め
、
最
低
限
の
人
数
は
早
急

に
確
保
す
る
よ
う
手
立
て
を
と

る
こ
と
、
業
務
量
に
応
じ
た
適
正

な
人
員
配
置
を
す
る
こ
と
を
強

く
求
め
る
。 

 

生
活
改
善
、
人
の
確
保
に
つ
な

が
る
賃
金
引
上
げ
を 

 

【２
】 

物
価
高
騰
に
賃
金
引
き
上

げ
が
お
い
つ
い
て
い
な
い
。
こ
の
間
、

中
堅
・
ベ
テ
ラ
ン
層
の
賃
金
引
上

げ
は
低
く
抑
え
ら
れ
、
職
場
で
は

不
満
・
落
胆
の
声
が
広
が
り
、
モ

チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
著
し
く
低
下
し

て
い
る
。
物
価
高
を
上
回
る
賃
金

引
上
げ
を
求
め
る
声
は
い
っ
そ
う

強
ま
っ
て
い
る
。 

人
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
も
、

地
域
手
当
の
引
上
げ
と
あ
わ
せ

て
、
全
て
の
職
員
・
教
職
員
の
大

幅
な
賃
金
引
き
上
げ
を
強
く
求

め
る
。 

 非
正
規
職
員
・教
職
員
の 

大
幅
賃
上
げ
、
待
遇
改
善
を 

 

【
３
】 

公
務
職
場
に
お
い
て
、
会

計
年
度
任
用
職
員
を
含
む
非
正

規
職
員
・
教
職
員
は
正
規
職
員
と

同
様
に
公
務
公
共
サ
ー
ビ
ス
を

支
え
る
役
割
を
担
い
、
府
民
や
子

ど
も
た
ち
、
保
護
者
に
責
任
を
持

っ
て
、
職
務
を
遂
行
し
て
い
る
。 

し
か
し
、
正
規
と
非
正
規
で
は

賃
金
・
待
遇
の
格
差
が
大
き
く
あ

り
ま
す
。
「
同
一
労
働
・
同
一
賃

金
」「均
等
待
遇
」
を
公
務
現
場
が

率
先
し
て
行
う
べ
き
だ
。 

 

い
ま
、
人
手
不
足
が
全
国
的
に

広
が
っ
て
い
る
も
と
、
ど
の
自
治

体
も
、
人
材
確
保
に
向
け
て
さ
ま

で
働
く
非
正
規
職
員
・
教
職
員
が
、

他
府
県
に
逃
げ
な
い
よ
う
に
、
非

正
規
職
員
・
教
職
員
の
賃
金
・
労

働
条
件
の
改
善
を
強
く
求
め
る
。 

 

府
民
を
守
る
仕
事
に
見
合
っ
た

手
当
の
支
給
を 

 
 

 

委
員
長
の
あ
い
さ
つ
に
続
く
要

求
の
主
旨
説
明
で
は
、
ま
ず
初
め

に
、
労
使
慣
行
の
遵
守
に
つ
い
て

確
認
し
、
全
て
の
職
員
の
大
幅
賃

上
げ
、
諸
手
当
の
支
給
、
再
任
用

職
員
や
実
習
教
員
・寄
宿
舎
指
導

員
の
賃
金
水
準
の
引
上
げ
、
通
勤

手
当
の
支
給
要
件
の
緩
和
の
拡

大
な
ど
を
強
調
し
ま
し
た
。 

 

ま
た
、
夜
間
・
休
日
に
自
宅
待

機
し
、
緊
急
業
務
に
対
応
し
て
い

る
職
員
の
実
態
を
直
視
し
、
オ
ン

コ
ー
ル
手
当
支
給
等
の
必
要
な
対

応
を
行
う
こ
と
を
求
め
ま
し
た
。 

 

欠
員
補
充
で
休
暇
や
休
憩
が

取
得
で
き
る
職
場
を 

 

休
暇
等
の
制
度
拡
充
等
の
要

求
に
つ
い
て
は
、
ど
の
職
場
で
も

産
・
育
休
、
病
気
休
暇
・
休
職
、
年

度
途
中
退
職
な
ど
で
欠
員
が
生

じ
、
休
暇
が
取
得
し
づ
ら
く
、
残

さ
れ
た
職
員
が
多
忙
化
す
る
と

い
う
実
態
を
示
し
、
年
度
当
初
の

「
余
裕
人
員
」
の
配
置
、
正
規
職

員
に
よ
る
欠
員
補
充
な
ど
を
求

め
ま
し
た
。 

 子
育
て
支
援
、
更
年
期
障
が
い

な
ど
、
特
別
休
暇
等
の
拡
充
を 

 

そ
の
う
え
で
、
子
の
看
護
休
暇

の
取
得
日
数
や
対
象
要
件
の
さ

ら
な
る
拡
大
、
家
族
休
暇
や
リ
フ

レ
ッ
シ
ュ
休
暇
の
復
活
、
更
年
期

障
が
い
に
対
応
す
る
休
暇
の
創
設
、

不
登
校
の
子
ど
も
や
障
が
い
の
あ

る
子
ど
も
を
養
育
す
る
職
員
の

特
別
休
暇
の
創
設
な
ど
、
特
別
休

暇
の
拡
充
を
求
め
ま
し
た
。 

労
働
環
境
の
改
善
等
に
つ
い
て

は
、
休
憩
室
設
置
、
昼
休
み
時
間

帯
の
庁
内
放
送
及
び
消
灯
の
廃

止
、
「
労
働
衛
生
管
理
の
た
め
の

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」に
も
と
づ
く
机
・

椅
子
へ
の
更
新
、
ト
イ
レ
の
洋
式

化
、
衛
生
管
理
の
強
化
、
便
座
除

菌
ク
リ
ー
ナ
ー
設
置
、
衛
生
用
ナ

プ
キ
ン
常
備
な
ど
を
求
め
ま
し
た
。  

ま
た
、
メ
ン
タ
ル
疾
患
や
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
対
策
を
強
化
す
る
よ
う

求
め
ま
し
た
。 

 非
常
勤
職
員
の
継
続
雇
用
、
賃

上
げ
と
待
遇
改
善
を 

 

会
計
年
度
任
用
職
員
に
関
す

る
要
求
で
は
、
賃
金
水
準
の
引
上

げ
と
あ
わ
せ
、
退
職
手
当
、
地
域

手
当
、
扶
養
手
当
、
住
居
手
当
、

特
殊
勤
務
手
当
等
の
支
給
、
３
年

上
限
ル
ー
ル
の
撤
廃
・
継
続
雇
用
、 

病
気
休
暇
、
生
理
休
暇
、
子
の
看

護
休
暇
、
短
期
介
護
休
暇
等
の

有
給
化
を
強
く
求
め
ま
し
た
。 

 

評
価
制
度
は
廃
止
・
撤
回
を 

 

評
価
制
度
（
「
相
対
評
価
」
「
評

価
・
育
成
シ
ス
テ
ム
」
、
非
常
勤
職

員
の
評
価
制
度
）に
つ
い
て
は
、
職

員
の
意
欲
を
低
下
さ
せ
、
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
や
不
払
い
残
業
を
助
長
し
、

職
場
に
混
乱
を
持
ち
込
む
も
の

で
あ
り
、
廃
止
・
撤
回
す
べ
き
と

述
べ
ま
し
た
。 

そ
の
う
え
で
「
新
人
事
評
価
制

度
」「評
価
・
育
成
シ
ス
テ
ム
」の
評

価
結
果
に
も
と
づ
く
賃
金
反
映

の
撤
回
を
求
め
ま
し
た
。 

最
後
に
小
松
書
記
長
は
「
関

西
・
大
阪
万
博
が
開
催
さ
れ
て
い

る
中
、
台
風
や
大
雨
な
ど
が
多
発

す
る
時
期
を
迎
え
る
。
万
博
を
支

え
る
に
も
、
災
害
に
対
応
す
る
に

も
、
マ
ン
パ
ワ
ー
や
蓄
積
さ
れ
た

経
験
や
ス
キ
ル
が
欠
か
せ
な
い
。

職
員
・
教
職
員
が
府
民
の
た
め
、

子
ど
も
た
ち
の
た
め
に
安
心
し
て

職
務
を
遂
行
す
る
に
は
、
そ
れ
に

ふ
さ
わ
し
い
賃
金
・
労
働
条
件
の

確
立
が
必
要
不
可
欠
だ
」と
強
調

し
ま
し
た
。 

 労
働
組
合
に
加
入
し
、
み
ん
な

で
賃
上
げ
を
実
現
し
よ
う 

 

要
求
書
を
受
け
取
っ
た
渡
邉

副
知
事
は
「
職
員
の
給
与
・
勤
務

条
件
に
係
る
重
要
な
要
求
と
認

識
し
、
誠
実
に
協
議
す
る
」
と
答

え
ま
し
た
。 

府
労
組
連
は
職
場
組
合
員
と

力
を
合
わ
せ
、
職
場
か
ら
の
声
を

集
め
、
事
務
折
衝
・
団
体
交
渉
を

重
ね
、
要
求
実
現
を
め
ざ
し
ま
す
。 

こ
れ
ま
で
も
賃
上
げ
を
実
現

し
、
現
在
の
休
暇
制
度
を
つ
く
っ

て
き
た
の
は
、
労
働
組
合
が
交
渉

し
、
勝
ち
取
っ
て
き
た
成
果
で
す
。 

 

今
回
の
交
渉
で
勝
ち
取
っ
た
成

果
も
全
て
の
職
員
・
教
職
員
に
還

元
さ
れ
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
み

ん
な
で
力
を
合
わ
せ
る
こ
と
が
必

要
で
す
。
労
働
組
合
に
加
入
し
て

い
な
い
人
は
加
入
し
ま
し
ょ
う
。

欠員なくせ！ 
職員・教職員増やせ！ 
全世代の給料あげて！  
人事委員会あて 
署名にご協力を！ 

５
月
２
６
日
、
府
労
組
連
（大
教
組
・
府
職
労
）
は 

、
知
事
あ
て
に

「
２
０
２
５
年
府
労
組
連
夏
季
要
求
書
」
（裏
面
に
掲
載
）
を
提
出
し

ま
し
た
。
職
員
・
教
職
員
の
生
活
改
善
に
つ
な
が
る
賃
上
げ
、
住
民

の
命
や
暮
ら
し
を
守
り 

、
子
ど
も
た
ち
に
ゆ
き
と
ど
い
た
教
育
を

保
障
す
る
に
相
応
し
い
労
働
条
件
の
改
善
を
強
く
求
め
ま
し
た
。 

府労組連ニュース ２０２５年



２０２５年府労組連夏季要求書 
 

１．労使慣行、労使間の確認事項を遵守すること。労働

条件等の変更にあたっては、合意を前提に十分な協

議を行うこと。 

 

２．職員・教職員の生活実態をふまえ、次のとおり賃

金・諸手当等を改善すること。 

（１）全ての職員・教職員に対し、物価高騰を上回る大幅

な賃金引上げを行うこと。とりわけ中堅・ベテラン職員の

賃金引上げを重視すること。地域手当の府下一律支給

を堅持し１６％に引上げること。 

（２）再任用職員の賃金については、定年退職時の７割

以上の水準を維持するとともに、全ての再任用職員を２

級以上に任用するなど待遇改善を図ること。また、扶養

手当を定年前職員と同様に支給する。 

（３）職務経験や専門性を発揮し、民主的・安定的な行

政運営を行うためにも、誰もが行政職４級の水準に到

達できる制度に改善すること。 

全ての実習教員・寄宿舎指導員が教育職２級の水準に

到達できる制度に改善すること。 

（４）一時金を大幅に引上げ、６月３０日に支給すること。

再任用職員の一時金支給月数を常勤職員と同じ月数

にすること。 

（５）常勤の非正規教員は正規教員と同じ教育職給料表

２級を適用すること。 

（６）部活動指導業務等の困難性や特殊性を考慮し、教

員特殊業務手当を引上げること。 

（７）通勤手当については、職員の利便性や通勤の実情

も踏まえ、実際の通勤経路にもとづき全ての職員を対

象に支給すること。交通用具使用に係る通勤手当の引

上げ、駐車場、駐輪場等の費用を支給すること。 

（８）夜間・休日の公用携帯電話による持ち帰り対応、自

宅待機（呼び出し）業務に対応する職員に対し、業務を

行った時間は時間外勤務扱いとするとともに、オンコー

ル手当を支給すること。 

また、勤務時間外に災害時の緊急対応や水防業務等に

従事する職員に対しては、出勤を命じた時点から時間

外勤務手当を支給すること。 

（９）奨学金を返済している職員・教職員に対する負担

軽減につながる制度を創設すること。 

 

３．慢性的な時間外勤務の解消、労働時間短縮と労働

条件改善のため、次の要求を実現すること。 

（１）１日の勤務時間を拘束８時間（実働７時間、週３５時

間）とする勤務時間の改正を行うこと。開庁時間を短縮

するなど実質的な労働時間の短縮、時間外勤務縮減を

図ること。 

（２）年次有給休暇や特別休暇など、休暇制度を取得・

利用しやすい職場環境を整備すること。 

また、休憩時間が完全に取得できるよう職場環境を整

備すること。 

（３）異常な長時間・過密労働や恒常的な残業をなくす

ため、抜本的な対策を講じること。大阪府の定める年３

６０時間、月４５時間の上限規則を厳守し、業務量に見

合う人員増など労働条件の改善を図ること。 

また、上限規制を上回る時間外勤務を行っている所属

を明らかにすることや職員増など労働条件の改善を図

ること。職員の健康管理と過労死等の防止の観点から、

所属単位の過労死基準（月８０時間）を超える職員数を

明らかにし、具体的な対策を講じること。 

（４）在宅勤務や時差通勤、４週間単位の勤務時間の割

振り変更（フレックスタイム制度）等の実施にあたっては、

職員の自主的な意志による申請を遵守し、業務等の都

合で上司から同意を促したり、推奨したりすることのな

いよう徹底すること。 

（５）「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべ

き措置に関するガイドライン（平成２９年１月２０日、厚生

労働省）」を遵守すること。十分な業務のマネジメントを

行わずに、表面的な残業のみを禁止することは、持ち帰

り残業や不払い・サービス残業を生み出すことになる。

実効ある時間外勤務の解消を図るとともに、持ち帰り残

業や不払い・サービス残業の根絶に努めること。 

（６）入所型施設（子どもライフサポートセンター、一時保

護所等）の職員の休暇取得や長時間労働を解消するた

め、常勤看護師の複数配置、職員を増員するなど労働

条件の改善を図ること。 

（７）産前産後休暇、育児休暇はもとより、長期の病気休

暇（休職）や部分休業・休暇、年度途中の退職等による

欠員が生じないよう代替職員（常勤）の配置や年度当初

に「余裕人員」を配置するなど、労働条件の改善を図る

こと。 

 

４．教職員の異常な長時間・過密労働をなくすため、次

の要求を実現すること。 

（１）長時間・過密労働を解消するため、教育庁・教育委

員会と校長の責任で労働基準法の規定を厳格に適用し、

厚生労働省基準にもとづき実効ある措置を図ること。 

（２）一週間に担当する授業時間数の上限規制、部活指

導による時間外勤務の縮減、教員の適正な年齢構成へ

の是正など、労働条件の改善に必要な措置を講じるこ

と。 

（３）臨時教職員の多用ではなく、必要な正規教職員を

確保するなど、労働条件を悪化させる教職員の未配置

を解消するため、抜本的な対策を図ること。 

（４）「前倒し任用」の対象範囲を高等学校まで広げると

ともに、対象期間を拡大するなど労働条件の改善に必

要な措置を講じること。 

（５）教員の負担軽減や勤務時間の縮減につながる抜本

的な対策を講じること。教員の「１年単位の変形労働時

間制」は絶対に導入しないこと。 

 

５．休暇等の制度拡充に向け、次の要求を実現するこ

と。 

（１）出産や育児、介護等の休暇制度を拡充するなど、仕

事と家庭の両立支援制度の充実、改善を図ること。 

① 子の看護等休暇について、取得日数と要件及び子

の対象年齢を拡大すること。３人以上の子を養育する場

合は子ども１人につき５日を付与すること。  

② 不登校の子を養育する職員が取得できる休暇制度

を創設するとともに、介護休暇等の要件に「子どもの不

登校」を位置付けること。 

③ 障がいのある子を養育する職員が取得できる休暇

制度を創設すること。 

④ 台風や大雨などの自然災害時に職員の安全が十分

確保できるように、計画運休等の実施にかかわらず、必

要に応じて特別休暇の対象とするなど柔軟な対応を行

うこと。  

また、保育所や学校が閉所・閉校となった場合の特別休

暇を創設すること。 

（２）家族休暇、リフレッシュ休暇、保育特別休暇を復活

させるなど、特別休暇を拡充すること。 

（３）中高齢の職員が更年期障がい（疑いを含む）により

勤務が困難な場合に取得できる休暇を創設すること。 

（４）７日未満の病気休暇（入院を除く）の場合は、通院

日の前後も含めて診断書の提出を不要とするなど、改

善を図ること。 

（５）女性職員・教職員の健康を守り、母性保護のため、

生理休暇の取得しやすい職場環境を実現するための制

度の周知や取得の推奨など、具体的な取り組みを行う

こと 

（６）市町村の任期付講師が妊娠した場合にも体育実技

軽減講師を配置するなど、労働条件の改善を図ること。 

 

６．非常勤職員（会計年度任用職員）の待遇改善につい

て、次の要求を実現すること。 

（１）賃金については、常勤職員と同じ給料表を適用し、

初任給を基礎とし、勤続年数や職務経験に応じて最高

号給に至るまで経験加算すること。 

専門職については時給２０００円以上を支給すること。 

（２）一時金（期末手当・勤勉手当）については勤務時間

数にかかわらず、全ての非常勤職員に支給すること。 

（３）退職手当、地域手当、扶養手当、住居手当、特殊勤

務手当等についても常勤職員と同様に支給すること。 

（４）雇用については３年上限ルールを撤廃し、継続雇用

するなど労働条件の改善を図ること。 

（５）非常勤講師の報酬を時間単価から月単価に戻すこ

と。 

（６）病気休暇、生理休暇、子の看護休暇、短期介護休

暇等について、常勤職員と同様に有給とすること。 

７．職場環境の改善、労働安全衛生対策を抜本的に強

化すること。 

（１）職員の安全と健康を守り、快適な職場環境にするた

め、全ての職場の冷暖房運転期間を大幅に拡大するこ

と。期間に関係なく室内温度に応じて柔軟に運転するこ

と。また、運転時間については、フレックスタイム制度に

よるフレキシブルタイムも考慮し、午前８時～午後１０時

とすること。 

（２）全ての職場（所属単位）の休憩室設置、昼休み時間

帯の庁内放送（緊急時を除く）及び消灯を廃止するなど、

職員が十分に休憩できる環境を整備すること。 

（３）全ての職場の机・椅子を労働安全衛生法・労働安

全衛生規則及び「ＶＤＴ作業における労働衛生管理のた

めのガイドライン」にもとづくものに更新すること。 

（４）職員の安全衛生向上のため、全ての職場や学校の

トイレを洋式化し、トイレ空間の臭気管理（常時換気等）

や衛生管理に努めること。全てのトイレに温水洗浄便座、

擬音発生装置、便座除菌クリーナーを設置すること。女

性用トイレには衛生用ナプキンを常備すること。 

また、「事務所衛生基準規則」にもとづき、便房を設置

（男性用大便所の便房の数６０人に１つ、男性用小便所

の箇所数３０人に１つ、女性用便所の便房の数：２０人に

１つ）するとともに、「独立個室型の便所」の設置を推進

すること。 

（５）法律にもとづき、安全衛生委員会を毎月開催するよ

う周知すること。また、労働安全衛生協議会（委員会）を

拡充するとともに、５０人以下の職場でも安全衛生委員

会を設置・開催するなど、働きやすい職場環境の改善に

努めること。 

（６）定期健康診断など健康管理体制の拡充を図ること。

人間ドック等の検診内容や受診枠の拡充を図ること。 

（７）女性検診を毎年受診できるように拡充すること。

「経過観察」を要する職員の希望に応じて検診以外の

年度でも受診対象にすること。 

（８）ストレスチェック制度は、個人情報の保護と不利益

防止の措置を徹底し、集団分析結果等を職場環境の改

善につなげること。 

産業医による相談体制の強化、産業カウンセラー等の

専門家の配置、メンタルヘルス研修の充実など、メンタ

ルヘルス対策の抜本的強化をはかり、メンタルヘルスの

事前防止、精神疾患等休職者の職場復帰に向けて必要

な対策を講じること。現職場への復帰が困難な場合は

異動も含めて検討するなどの必要な対策を講じること。

また、休職者のリハビリ出勤については通勤手当を支

給すること。 

（９）労働組合も含む第三者委員会を設置するなど、セ

クハラ、パワハラなどハラスメント防止対策を拡充するこ

と。また、あらゆるハラスメントを起こさせないため、啓

発活動や研修の充実など実効ある対策を強化し、働き

やすい職場環境と労働条件の改善を図ること。 

（10）障がいのある職員への適職保障や支援制度の確

立、合理的配慮など、職場環境の改善を図ること。また、

障害のある職員の機能回復訓練等を行うための休暇を

創設すること。 

 

８．条例の趣旨を逸脱し、職員の意欲を低下させ、ハラ

スメントや不払い残業（サービス残業）のまん延を助

長し、職場に混乱を持ち込む「相対評価」「評価・育成

システム」、非常勤職員の評価制度は廃止・撤回すべき

である。とりわけ、「目標設定票（チャレンジシート）」

「自己申告票」は直ちに廃止すべきである。「新人事評

価制度」「評価・育成システム」の評価結果にもとづく

賃金反映（扶養手当の算出基礎からの除外）を撤回す

ること。 

 

９．老朽化した庁舎（事務所）や学校施設などの耐震化

や補修、アスベスト除去対策など、安心して業務に専

念できる職場環境の改善を図ること。 

また、防災拠点にならず、不便さや業務の非効率化な

ど労働条件を悪化させている咲洲庁舎から即時撤退

し、大手前庁舎西側のスペースに集合庁舎を建設する

ことを要望する。 

 

10．互助会・互助組合等への補助金を復活するなど、

地公法４２条に基づく福利厚生事業の拡充を図ること。 


